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（趣旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人美熊野福祉会の役員及び評議員（以下「役員等」とい

う。）の報酬等について定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。 

 

（報酬の額） 

第３条 非常勤役員等の報酬については、別表１に定めるものとする。ただし、同日に連

続する複数の会議に出席した場合は１回の出席とみなす。また、当法人の職員として給

料等を受ける者にあたっては、報酬を支給しない。 

２ 常勤理事長の報酬については、別表２に定めるものとする。 

３ 非常勤役員等が、理事会または評議員会の議案について書面または電磁的記録により、

同意の意思を示して決議があったものとみなされた場合には、別表１により支給するも

のとする。ただし、交通費は支給しない。 

 

（報酬の支給方法） 

第４条 非常勤役員等の報酬については、役員会等出席の都度に現金にて支給する。 

２ 常勤役員の報酬については、当法人の職員に準じて支給する。 

 

（費用弁償） 

第５条 役員等が公務のため旅行した時は、当法人の職員出張旅費規程に準じて支給する。 

２ 非常勤役員等が旅行した時は、第３条の報酬も合わせて支給するものとする。 

３ 非常勤役員等が役員会等に出席した場合は、職員出張旅費規程第６条に定める交通費 

を支給するものとする。ただし、当法人の職員として給料等を受ける者にあたっては支

給しない。 

 

（当法人職員給与との併給） 

第６条 当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者の役員等報酬は、別表３により

支給する。 

 

（退任慰労金） 

第７条 非常勤役員等が退任した際には、別表４の退任慰労金を支給する。 

  

 



附 則 

 

  この規程は、平成２９年 １月１３日から施行する。 

  この規程は、令和 ２年１２月 １日よりその一部を改定する。 

  この規程は、令和 ３年１１月１９日よりその一部を改定する。 

  この規程は、令和 ５年 ６月２２日よりその一部を改定し、令和 ５年 ７月 １

日より適用する。 

  この規程は、令和 ７年 ３月１９日よりその一部を改定し、令和 ６年１２月２３

日より適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

 

 非常勤役員等報酬 

役職 報 酬 額 

理     事 １回  ５，０００円 

監     事 １回  ５，０００円 

評  議  員 １回  ５，０００円 

  

 

別表２ 

 

 常勤理事長報酬 

役職 報 酬 額 

  常 勤 理 事 長 ・月額 ５５０，０００円 

・賞与・退職金は職員に準じる 

※但し、福祉職経験者、民間企業の経営者等以外は月額３５０，０００円とする。 

 

 

別表３ 

 

 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては職員給与に加えて役員等

報酬を支給する。 

役職 報 酬 額 

常 務 理 事 月額 ３０，０００円 

理     事 月額 １０，０００円 

 

 

別表４ 

 

 退任慰労金 

対象年数 支 給 額 

１ 年 未 満 １０，０００円 

５ 年 未 満 ３０，０００円 

５ 年 以 上 ５０，０００円 

 


